
庁舎等
（全9,069施設）

97%
（未策定：256施

設）
100% - 都道府県

・個別施設計画の策定について、知事部局等との調整に時間を要
しているため。
・計画策定後に新設した庁舎等について、新たに個別施設計画の
策定をする必要があるため。

宿舎
（全3,842施設）

94%
（未策定：216施

設）
100% - 都道府県

・個別施設計画の策定について、知事部局等との調整に時間を要
しているため。
・計画策定後に新設した宿舎について、新たに個別施設計画の策
定をする必要があるため。

交通安全施設
交通安全施設
（全35管理者）

97%
（未策定：1管理

者）
100% - 都道府県

・「庁舎」と「交通安全施設」を合わせた個別施設計画の策定作業
を実施してきたが、「庁舎」に関する策定作業に時間を要している
ため。

・都道府県警察における個別施設計画策定状況を共有するほ
か、計画未策定主体に対し個別施設計画の策定作業の進捗状況
を確認する。

地方公共団体

一部事務組合

広域連合

公立学校施設
（全1,994管理者）

98%
（未策定：39管理

者）
99% R6.3

市区町村
一部事務組合等

・個別施設計画に記載する内容について、財政部局との調整な
ど、全庁的な検討に時間を要しているため。
・公共施設等総合管理計画等との整合性を図ることに時間を要し
ているため。
・学校の再編計画や統廃合、建替え計画等を検討中であり、その
結果により施設計画を策定するため。
・人員不足等により体制が整っていないため。
・施設の実態調査や整備方針の検討、内部手続き等に時間を要
しているため。
・新型コロナウィルス感染症の対策等を優先したことで、進捗に遅
れが生じているため。
・令和4年度4月より、保育所を幼保連携型認定こども園として開
園したことで、施設主管が教育委員会に移管され、新たに個別施
設計画を策定する必要が生じたため。
・対象施設は建築から日が浅かったため、これまで計画策定の必
要がないものと考え、計画策定を失念していたため。

・令和４年度内に策定予定の管理者に対して、確実に策定が完了
するよう、進捗状況を確認するとともに、必要に応じて参考資料の
提供等の支援を行う。（８月以降随時）
・策定時期が令和５年度以降の管理者に対しては、ヒアリング等
を行い、詳細に未策定理由を把握する。そのうえで、令和４年度内
に策定が完了するよう、未策定となる原因に対して、他自治体の
策定方法や工夫を解決策として提供するなど、きめ細やかに支援
を行う。（８月以降随時）

・都道府県警察における個別施設計画策定状況を共有するなど、
各都道府県警察における個別施設計画の策定を推進する。

個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）の策定率100％未満の施設に対する所管府省の対応について

内訳詳細
（※１）

策定率
（R4.4.1時点）

策定率見込み
（R5.4.1時点）

策定完了(策定率
100%)見込み時期
（R5.4.1以降の場合）

主な策定主体 策定遅延理由 所管府省としての未策定施設に対する取組

消防庁舎
（全714消防本部）

87%
（未策定：91消防

本部）
95% 未定

所管府省 分野

警察庁

警察施設

総務省 消防関係施設

文部科学省

【市町村】
・公共施設等総合管理計画の修正が見込まれており修正に沿っ
た形で策定するため。
・令和３年３月に個別施設計画を策定しているが、消防庁舎につ
いては当時建設中であったため、次期更新時に追加予定。

【事務組合】
・財政事情等により、具体的な内容で計画を策定することが困難
であるため。
・公共施設等総合管理計画が未策定であるため。

・令和４年６月３日付けで消防分野における公共施設等総合管理
計画及び個別施設計画の早期策定について、各消防本部宛に通
知にて促したほか、未策定の消防本部に対して、個別のヒアリン
グを通じて、早期に計画策定に着手していただくようお願いをし
た。

学校施設

公立大学等施設
（全96管理者）

93%
（未策定：7管理

者）
96% R6.3

市区町村
公立大学法人

・開学・キャンパス完成から間もないため。
・計画策定に時間を要しているため。
・市との協議に時間を要しているため。

確実に策定が完了するよう、進捗状況を確認するとともに、必要
に応じてヒアリング、参考資料の提供等の支援を行う（８月以降随
時）。

参考資料２－３
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内訳詳細
（※１）

策定率
（R4.4.1時点）

策定率見込み
（R5.4.1時点）

策定完了(策定率
100%)見込み時期
（R5.4.1以降の場合）

主な策定主体 策定遅延理由 所管府省としての未策定施設に対する取組所管府省 分野

社会体育施設
（全1,932管理者）

84%
（未策定：317管理

者）
89% R6.3

地方公共団体
一部事務組合等

・公共施設総合管理計画等関連計画の策定・改訂遅延のため
・予算不足のため
・人員不足のため
・専門知識をもった人材不足のため
・庁内、住民との調整等に時間を要しているため
・公共施設総合管理計画等関連計画の策定遅延及び共有事業相
手の他市との調整に時間を要しているため
・庁内の調整等に時間を要しているため

・今回の調査結果を踏まえた通知を全体に発出するとともに、未
策定自治体等の施設担当に対して宛先を具体的に示し、直接早
期策定を促す通知を発出する。
・令和５年２月までにＷｅｂセミナーを実施し、個別施設計画策定の
先行事例の紹介を行うとともにセミナー後に個別相談会を実施し
自治体からの相談に対応する。またWebセミナーに参加できな
かった地方公共団体が参照できるよう、当日資料をスポーツ庁
ホームページに掲載する。
・都道府県を通じて、オンライン等を活用し、未策定自治体等に早
期策定を促す個別の働きかけを行うよう依頼する。

文化会館等
（全1,289管理者）

85%
（未策定：194管理

者）
89% R6.3

地方公共団体
一部事務組合等

・庁内の調整に時間を有しているため
・人員不足のため
・計画策定作業に時間を要しているため
・施設が統廃合予定のため
・予算不足及び人員不足のため
・建て替え・取り壊しを検討しているため
・休館中のため
・改装中・開館直後のため

・今回の調査結果を踏まえた通知を全体に発出するとともに、未
策定自治体等の施設担当に対して宛先を具体的に示し、直接早
期策定を促す通知を発出する。
・今年度委託事業により、専門家による個別施設計画策定の進め
方の講演や、自治体担当者による策定事例紹介などを含んだ個
別施設計画のセミナーの映像配信を行う予定としている。
・未策定自治体及び施設管理者に対し、セミナーの受講を働きか
けるとともに、各自治体や施設の人員や予算の状況に合わせて、
計画が策定できるよう、計画策定に関する個別相談会をZOOM等
のオンラインも活用して実施する。
・都道府県を通じて、オンライン等を活用し、未策定自治体等に早
期策定を促す個別の働きかけを行うよう依頼する。

社会教育施
設（公立施

設）

社会教育施設
（社会体育施設及
び文化会館等を

除く）
（全2,133管理者）

84%
（未策定：351管理

者）
88% R6.3

地方公共団体
一部事務組合等

・計画策定の財源不足のため
・施設の規模、老朽度等に応じて緊急性の高い施設を優先的に
予算措置しているため（社会教育施設の予算措置が先送りとなっ
たため）
・他業務や災害対応等により計画策定のための時間や人員が確
保できないため
・複数の公共施設全体の再編や統廃合等、将来的な施設のあり
方の検討作業に時間を要しているため
・自治体の全施設の計画を一括して策定していることから、他計画
や他部署との調整等に時間を要しているため
・施設の廃止や取壊し等が決定しているため
・新築等のためまだ計画が策定できていないため
・現在計画策定中のため

・今回の調査結果を踏まえた通知を全体に発出するとともに、未
策定自治体等の施設担当に対して宛先を具体的に示し、直接早
期策定を促す通知を発出する。
・令和４年度の全国やブロックごとの生涯学習社会教育主管部課
長会議の際に、計画策定するように周知する。
・都道府県を通じて、オンライン等を活用し、未策定自治体等に早
期策定を促す個別の働きかけを行うよう依頼する。

水道分野
上水道施設

（全1,384管理者）

98%
（未策定：21管理

者）
100% -

水道事業
水道用水供給事

業
一部事務組合等

・経営基盤が脆弱な中小規模の水道事業において、水道事業等
を担う人材の減少や高齢化が進んでいるという課題に直面してい
るため
・人員の不足や脆弱な経営基盤に起因する作業の遅れのため

・これまで、水道における個別施設計画の策定方法を定めた「水
道事業ビジョン作成の手引き」の作成・周知を行ってきたところ。ま
た、水道事業ビジョン作成に当たり、更新等対策の内容やコストの
見通しの検討に活用できる「アセットマネジメントに関する手引
き」、「簡易支援ツール※」、「水道の耐震化計画等策定指針」を作
成・周知する等に取り組んでおり、引き続き、手引き等を周知する
とともに、その内容の充実に努めることで、個別施設計画の策定
を促していく。(※アセットマネジメントの実践を支援するためのエク
セルファイル)
・並行して、小規模で経営基盤が脆弱な水道事業者に対して、施
設や経営の効率化・基盤強化を図る広域連携の推進しているとこ
ろ。
また,担当者会議や、未策定事業者等への説明会の場や、個別の
ヒアリング等により、各都道府県の認可権者に対する働きかけを
行うとともに、定期的なフォローアップ調査により策定状況の進捗
管理等を行う。

社会教育施
設（公立施設）

文部科学省

厚生労働省
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内訳詳細
（※１）

策定率
（R4.4.1時点）

策定率見込み
（R5.4.1時点）

策定完了(策定率
100%)見込み時期
（R5.4.1以降の場合）

主な策定主体 策定遅延理由 所管府省としての未策定施設に対する取組所管府省 分野

医療分野
（公的医療機

関）

病院
（全1,267施設）

72%
（未策定：353施

設）
84% R6.12

地方公共団体
一部事務組合等

・令和３年度内に策定完了の予定で作業を進めていたが、新型コ
ロナウイルス感染症への対応により、施設の状況把握に時間を要
し、策定作業が遅れているため
・現施設について、建築から相当年数が経過していることから建
替えについて検討を行っており、個別施設計画の策定に向けた作
業が止まっているため。
・令和４年３月まで、病院の統合計画があったため。
また令和４年３月に計画を遂行しようとしていた市長が交代し、
その後の方向性が固まっていない状況。
・今後の経営規模を決める経営健全化計画を策定する予定であ
り、その後に長寿命化計画の策定に着手するため。
・建物や設備の構造から専門的知識を有する者の診断等を必要
とするが、これらに要する経費について、毎年発生している経年劣
化等による設備修繕に振り向けられているため。
・経営状況が大変厳しく、個別施設計画を策定し実施するための
財源確保が不透明であることから、現時点では策定に至っていな
いため。最優先に経営改善に取り組み、経営改革プランの実施に
よる経営改善の進捗状況を踏まえながら、策定に向け検討してい
く。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が落ち着きつつある現状
に鑑み、個別施設計画策定の呼びかけを10月までに改めて行う。
・毎年３月に開催している全国主管課長会議において引き続き策
定の呼びかけを行う。
・作業担当者からの問合せを取りまとめ、ＨＰにてＱ＆Ａとして共有
する（10月以降随時）

児童福祉施設等
（全12,726施設）

82%
（未策定：2,352施

設）
85% R6.3 地方公共団体

・新型コロナウイルス感染症への対応により作業が遅れているた
め
・人手、時間等が不足しているため
・施設の更新又は施設の長寿命化を図るか検討中であるため
・財政的な余裕がなく修繕計画が立てられないため

・ガイドラインを周知し、引き続き策定要請を行う。
・自治体ごとに個別施設計画の主たる内容をまとめた一覧表を作
成・公表し、必要に応じて未策定施設を管理する自治体に共有す
る。
・中長期的な維持管理更新費の見通しを公表し、引き続き策定の
支援を行う。

保護施設
（全87施設）

78%
（未策定：19施設）

100% - 市区町村

・インフラ長寿命化行動計画の更新とともに、厚生関係施設の長
寿命化計画（個別施設計画）策定に向けて調整中。令和4年度中
に策定予定。
・民間法人へ譲渡する方針であるため

・令和４年度中に策定を予定している施設に関しては、定期的（半
年に1度程度）に個別に進捗状況の確認を行う。また、策定が行
われているか年度末に再調査を実施する予定。

障害福祉施設等
（全2,075施設）

75%
（未策定：521施

設）
85% R6.3 地方公共団体

・新型コロナウイルス感染症への対応により作業が遅れたため
・人手、時間等が不足しているため
・施設の更新又は施設の長寿命化を図るか検討中であるため
・財政的な余裕がなく修繕計画が立てられないため

・ガイドラインを周知し、引き続き策定要請を行う。
・自治体ごとに個別施設計画の主たる内容をまとめた一覧表を作
成・公表し、必要に応じて未策定施設を管理する自治体に共有す
る。
・中長期的な維持管理更新費の見通しを公表し、引き続き策定の
支援を行う。

老人福祉施設等
（全1,670施設）

70%
（未策定：503施

設）
80% R6.3

地方公共団体
一部事務組合

・新型コロナウイルス感染症への対応により作業が遅れたため
・人手、時間等が不足しているため
・施設の更新又は施設の長寿命化を図るか検討中であるため
・財政的な余裕がなく修繕計画が立てられないため

・ガイドラインを周知し、引き続き策定要請を行う。
・自治体ごとに個別施設計画の主たる内容をまとめた一覧表を作
成・公表し、必要に応じて未策定施設を管理する自治体に共有す
る。
・中長期的な維持管理更新費の見通しを公表し、引き続き策定の
支援を行う。

工業用水
工業用水事業
（全103事業）

76%
（未策定：25事業）

100% -

都道府県・政令市
市区町村
民間企業

一部事務組合

・個別施設計画を策定するための予算や人材の確保等が難し
かったため。

・令和４年度に、計画未策定の事業者に対し、各種会議や研修の
場等を通じて策定を完了するよう指示を行っていく。

橋梁（橋長2m以
上）

（全1,824団体）

97%
（未策定：48団体）

100% -
道路管理者

（都道府県・政令
市等、市区町村）

トンネル
（全721団体）

87%
（未策定：92団体）

100% -
道路管理者

（都道府県・政令
市等、市区町村）

大型の構造物
（全760団体）

86%
（未策定：106団

体）
100% -

道路管理者
（都道府県・政令
市等、市区町村）

・直近の点検結果が良好だった事から、現状修繕を要しないた
め。
・予算不足等により・物理的に策定が間に合わなかったため。
・2m以上15m未満の橋梁については補修規模の小さいものが多
い事から「事後保全（日々の道路管理）で対応」・「補助申請の予
定がない（単独費で対応）」等の理由のため
・15m以上の大規模な橋梁を優先的に計画策定しており、2m以上
15m未満の橋梁について未策定となったため

・老朽化対策の課題を継続的に把握・共有し、効果的な対策の推
進を図ることを目的に各県に設置している道路メンテナンス会議
において、改めて計画策定状況を周知し、早急に策定されるよう
助言、優良事例の紹介等、支援を行う。
・道路メンテナンス事業補助制度において、令和5年度以降につい
ては、計画の策定を補助要件としていることを改めて周知すること
により、令和4年度中の策定を促す。

経済産業省

福祉分野
（公立施設）

道路

厚生労働省

国土交通省

3



内訳詳細
（※１）

策定率
（R4.4.1時点）

策定率見込み
（R5.4.1時点）

策定完了(策定率
100%)見込み時期
（R5.4.1以降の場合）

主な策定主体 策定遅延理由 所管府省としての未策定施設に対する取組所管府省 分野

河川・ダム
主要な河川構造

物
（全19,733施設）

99%
（未策定：187施

設）
99% R8.3

河川管理者
（都道府県・政令

市）
新たに竣工した施設があり、現在策定中であるため。

・本年５月に地域河川課長会議を開催し、行動計画の周知によ
り、新規策定のみならず、更新についても周知したところである。

海岸

堤防・護岸・胸壁
等

（全4,781地区海
岸）

99%
（未策定：30地区

海岸）
99.6% R6.3

海岸管理者
（都道府県、市町

村等）

・工事の完了に伴い、個別施設計画（長寿命化計画）の策定対象
が増加したため。

・個別施設計画（長寿命化計画）を未策定の海岸管理者に対し
て、策定に向けた技術支援等により、個別施設計画（長寿命化計
画）の早期の策定を促す。

係留施設
（全14,059施設）

99.9%
（未策定：9施設）

100% -
港湾管理者

（都道府県・政令
市、公社等）

外郭施設
（全19,443施設）

99.6%
（未策定：69施設）

100% -
港湾管理者

（都道府県、政令
市、市区町村）

臨港交通施設
（全10,070施設）

99.7%
（未策定：34施設）

100% -
港湾管理者

（都道府県、政令
市、市区町村）

その他（水域施設、
荷さばき施設、旅客乗
降用固定施設、保管
施設、船舶役務用施
設、海浜、緑地、広
場、移動式旅客乗降

用施設）

（全7,410施設）

99%
（未策定：88施設）

100% -
港湾管理者

（都道府県、政令
市、市区町村）

公園
都市公園

（全878団体）
99%

（未策定：9団体）
99% R6.3

公園管理者
（都道府県・政令
市、市町村）

・各地方公共団体において、公園施設長寿命化計画策定の必要
性は認識いただいているが、公共事業に係る予算・人員が限られ
る中で、道路・河川等の他分野の事業を含めた施設整備を優先
せざるを得ないことや、管理する公園数・施設内容によっては長寿
命化計画策定によるライフサイクルコスト縮減等の効果が限定的
である場合があること等により、一部の地方公共団体において、
公園施設長寿命化計画策定に必要な予算・人員を確保できず、
計画策定に至っていないため。

・策定率向上のため、社会資本整備総合交付金等による策定支
援を引続き実施するとともに、未策定市町村に対し、策定に向け
た個別の働きかけを実施する。（随時）

住宅
公営住宅

（全1,596事業主
体）

98%
（未策定：38事業

主体）
98% R6.3

住宅管理者
（都道府県・政令
市・市区町村）

・事業主体における計画策定に係る人員や予算が確保できないこ
と等による。

・事業主体向けの各種会議（公営住宅整備事業等担当者連絡会
議等）及び予算ヒアリングの場等において、早急な計画策定を促
すとともに、未策定の事業主体へは個別に働きかけを行う。
また、交付金・補助金事業の実施には、計画策定が必要であるこ
とを改めて周知する。

廃棄物処理
施設

一般廃棄物処理
施設

（全2,639施設）

91%
（未策定：228施

設）
95% R6.3

市町村
一部事務組合

・新規建設含め各施設整備等の方向性について検討中であるた
め
・構成市町の意思統一に時間を要するため
・地元住民との交渉が予定より時間を費やしているため
・策定するための人員や予算が不足しているため

・これまでも、全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議等におい
て、計画策定を働きかけるとともに、事務連絡等を送付し、策定作
業を進めるよう働きかけてきたところである。
・今後、循環型社会形成推進交付金における交付要件化も視野
に引き続き働きかけの強化を検討している。

港湾

表のほか、地方公共団体が管理する庁舎がある。
※１：（ ）内は策定対象総数（行動計画において個別施設計画を策定することとした施設等）。

・維持管理に係る体制の整備や予算の確保が困難な中、職員自
ら更新するなどして対応していたが、一部の地方公共団体等にお
いては、計画策定に必要な専門性を有する人材の不足などがあ
り、策定が進まなかったため。

・「港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン」の「直営で作成
した維持管理計画書の事例集（案）」や、地方整備局等の相談窓
口における技術的支援などの活用について、維持管理計画が未
策定となっている地方公共団体等に対して周知することなどによ
り、令和４年度内の策定を促す。

環境省

国土交通省
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